
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秋 葉 区  

九条の会 

№27 2010.4.22 
秋葉区「九条の会」事務局 

新 津 教 育 会 館 内 

新潟市秋葉区善道町 2－9－44 

Tel 0250-21-3691  Fax 0250-21-3692 
http://9jo.iinaa.net/ 

「秋葉区九条の会」  結成 4 周年のつどい 
記念講演「政権交代後の憲法９条をめぐる情勢」 

3 月 14 日、秋葉区｢九条の会｣は、4 周年のつどいを新津健康センター･学習室

で開きました。呼びかけ人の加藤朝雄さん(県仏教会会長)の開会のあいさつにつ

づき、事務局から会の｢これまでとこれから｣、亀田地区と三条の会の報告・交流

が行なわれました。 

 記念講演では、金子修弁護士(合同法律事務所)が｢政権交代後の憲法 9 条をめ

ぐる情勢｣と題して講演。“日米軍事同盟(日米安保体制)の考え方は、グローバル

スタンダード(世界水準)とは異質な考え方”であると具体的に解説。国民が変え

た政権交代の可能性を生かし、憲法９条にもとづく平和の実現を、と訴えました。 講演する金子修弁護士 

左：開会の挨拶をする加藤朝雄代表世話人 
右：亀田地区憲法９条を守る会の渡辺勇策さん 

憲法を盾に ー記念講演を聞いての感想ー    細川 勉（南町） 

金子弁護士の講演は、理路整然としてわかりやすく、日本国憲法がグローバル・スタンダードであるこ

と、民主党政権は日米軍事同盟を否定できないでいることなど、よく理解できました。 

 私がこの講演で考えたことが二つあります。一つは、九条改悪をねらう勢力についてです。いわゆる「改

憲勢力」は国民投票法の施行などを好機として蠢動しはじめていますが、こうした明文上の改憲を求める

運動だけが改憲運動ではないと思います。たとえば、沖縄の米軍基地移転問題では、沖縄県民、議会、首

長がこぞって基地撤去を強く希望しているにもかかわらず、民主党の閣僚達はそれらを全く無視し、マス

コミに露出して「海兵隊なしでは日本は守れない」などと世論を誘導し、強引に普天間基地の島内（国内）

移転を押し進めようとしています。米軍基地を永久化し、軍事力によって世界の紛争を解決しようとする

動きに加担する策動は、あきらかに平和を求める憲法と九条の内容に反しています。これらの動きは、時

がくれば容易に「明文改憲」に同化することは明らかです。 

 二つ目は、「基本的人権」は「国民が幸せに生きることだ」という指摘についてです。 

 私は、「憲法」や「権利・義務」など、今まではなんとなく法律上の概念とする認識でいました。身構

える感じです。しかし、言われてみれば当たり前のことかもしれませんが、権利を「幸せに生きること」

とするのは、実に明快です。 

 医療費を払えず死んでいく老人たちや、授業料を払えずに卒業証書を受け取れない高校生、違法解雇に

より生活の糧と住居さえ失って公園で暮らす青年労働者などなど、悲惨な状況が毎日起きています。ひと

にぎりの巨大企業の富の蓄積のために、社会福祉、医療、雇用、教育、中小企業や農業など、あらゆる分

野で国民に犠牲を強いる政治が大手をふっています。 

 いまこそ憲法を盾にして、真っ向から「幸せに生きる」ことを主張してたたかう必要があるかと思いま

す。 

「４周年のつどい」の会場風景 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先月、お招きいただいた時にお話したとおり、私たち「九条の会・三条」は、 

力の弱い組織です。３００人に達した会員数も、櫛の歯が欠けるように減って来 

ています。活動は、自分たちの力でできることをやっていくことが、長続きの条 

件だと思って、高望みしないようにしています。 

 初めに、「９条ワッペン」をつくって、車やカバンや自転車の前カゴに貼った 

り、玄関に貼ったりすれば、「これは、何ですか？」と尋ねる人が現れて、そこか 

ら９条の話が弾むだろうと考えて、会員にワッペンの普及をはかりましたが、失 

敗でした。対話ができたという報告はありませんでした。 

 次に考えたのが、田上～弥彦の５市町村に 4、5 万部発行されている日刊地元紙「三条新聞」に意見広告

を載せることでした。憲法記念日に全面広告を載せたいという希望は、新聞社の全面的なバックアップをい

ただいて、3年間続いています。昨年は、1666 人の方から賛同していただきました。現在 4回目の意見広告

に取り組んでいます。賛同者に、1口 500 円の募金をお願いしていますが、2口、10 口、20 口と、たくさん

出してくださる方も多く、余ったお金でも立て看板を立てることにしました。三条駅東側に設置した「あり

がとう憲法九条、今までもこれからも戦争しない平和の日本」というタタミ 6 畳分の大看板は、経費が 25

万円余が必要でした。やさしい色合いの 9 色で、柔らかい表現ができたと思います。3 番線ホームに停車し

た電車の窓から、また乗降の通勤・通学者によく見える位置です。2 番目は、県道見付線、3 番目は旧下田

街道で、通勤者の多く通る道路沿いに設置しました。 

 このように、口下手な会員が話さなくても、新聞や看板のようなモノが語ってくれるようにしています。

 日本国民は、「諸国民の公正と信義に信頼して」「安全と生存を保持しようと決意した」はずです。しかし、

「アメリカの核のカサ」に入って、米軍に基地や思いやり予算を提供し、世界 4位の軍事力の自衛隊をもっ

て「平和」を維持しようとする政府や国会議員の動きのほうが心配です。 

 Ａ級戦犯を祀る靖国神社に首相が公式参拝したり、南京大虐殺は無かったと主張したり、軍の命令による

沖縄の集団自決を否定したり、戦時性暴力（従軍慰安婦）問題を取り上げた特集番組に政治的圧力で歪めた

り、このような戦争の反省をしない政治家たちが憲法９条を目の仇にしています。日本が再び戦争をする国

になるのでないか、と周辺諸国を不安に陥れることは、憲法９条の精神と相いれません。子供たちも孫や曾

孫も戦場に狩り出されることのないように、「９条を変えるな」の声をより大きくして行きたいものです。 

「九条の会・三条」の会員は、高齢の方が多く、イベントも若い年齢層の参加がごく少ないのです。若い皆

さんに関心を持ってもらわないと、本当に「赤紙が来る」時代の再来があるのでは、と心配しています。で

も、やはり余り気張らないでボチボチできることからやっていきます。 

「4 周年のつどいに参加して」 志田恒明（新町）

 第二次世界大戦でアジア諸国民２千万人余、日本国

民 200 万人余、多くの惨害を出して今日の日本があ

る。戦後 65 年、すでに戦後生まれの人達が日本の人

口 1億 2千万人の半数を超えている。 

 広島、長崎ではいまだに原爆の後遺症に苦しんでい

る人もいれば、何ら戦争の恐ろしさを知らない人もた

くさんいる。秋葉区９条の会で金子弁護士が日本国憲

法前文を読んでくれました。これほど日本と世界の平

和を見通した文はほかにないだろう。 

 沖縄普天間の小学校では「緊急連絡、運動場に飛行

機が落ちました。先生の指示に従い、一年生から三年

生は児童センターに避難してください。…」このよう

に呼びかける緊急放送を流し、訓練している実態があ

る。我々軍事基地のない地域に暮らす人々には知らな

いことである。これは日本共産党の議員が国会で明ら

かにしたものだ。さらに非核三原則の問題がある。核

兵器を持たず、つくらず、持ち込ませず。これが空文

 

   
新成人のみなさんに 

「憲法 9 条大好き、戦争きらい！」 
の宣伝行動を行います。

と き：５月３日(月)１０時 集合   

ところ：新津地区市民会館前 

行動の時間は 10 時から 1時間程度です 

「4周年のつどい」で  
お話する菊池さん 

秋葉区九条の会のみなさんへ 
           九条の会・三条事務局長  菊池 紀 

化していることは新聞、テレビで報道されている

とおりだ。安保条約改定 50 年、もういいかげんに

廃キに踏みだそうではないか。 

 アメリカにＮＯ！と言えない日本政府、なにが

互恵、平等の関係か、はずかしいかぎりだ。孫、

子につけを残さないためにも、みんなが一歩前へ

進まなければならないと思う 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊



「結成 4周年のつどい」に参加して 

① 豊栄や水原の 9条の会のつどいには、落語家を呼

んで開催しています。そんなことも良いと思いま

す。今日はあらためて勉強になって良かったです。

（70 代、男性） 

② ｢日米平和条約｣とてもいい“ひびき”です。是非、

変えていきたいと思います。（60 代、女性） 

③ いよいよ９条の会の出番です。秋葉区の中でも地

域 9条の会もできる位、大きな会にしていく必要

があると思います。それには、少人数でも 9条の

話しをする機会を無数に開催していく必要があ

ると思います。（60 代、男性） 

④ たいへんよい話が聞けてよかったです。次の会に

は、ひとりでも多くの人から来てもらえるよう声

をかけたいです。（60 代、女性） 

⑤ 「日米安保条約を廃棄し、友好条約へ｣の主張を

もっと強めていくべきと再確認した。同条約 10

条｢この条約終結して 10 年を経た時、一方がその

廃棄を通告した場合、一年以内に(米国は)撤退し

なければならない」の条文はあまり知られていな

い。もっと宣伝すべきである。(60 代、男性) 

⑥ 他の地域の九条の会の活動交流もおもしろかっ

た。(40 代、男性) 

⑦ 密約、核の｢カサ｣論、普天間基地移設問題、等の

背景となっている日米同盟関係。憲法と相反する

自公、民主党政権の考え方がわかりました。(50

代、男性) 

⑧ 今までの講演中心で学習するやり方について、た

まには、変化をもった方法を→何人かによるデイ

スカッション等々。(60 代、男性) 

⑨ 前に、金八先生のドラマで、憲法前文を金八先生

が生徒に対して抗議をする場面があった。我々は

憲法そのものを、実はよく理解していないことに

気づかされた。憲法の理念も知らずに憲法を語れ

ない。このときのビデオでも残していたら、子ど

もたちに非常にアピールできるのではと思って

いる。(60 代、女性) 

⑩ 夫婦関係に例えて、話されて、とても分かりやす

かった。なぜ今 9条なのか。一人一人考えて、行

動することが大事。いろいろな議論に参加し、自

分自身をきたえることが大切になる。考えの違う

人を排除しない。(50 代、女性) 

⑪ 国連憲章のグローバルスタンダードとの関係か

ら日米同盟は、違反するので破棄すべきだという

明確な指摘に共感できてよかった。憲法改悪派も

ひとつの賭けという見方に少なからず力を得る

ことができた。(60 代、男性) 

⑫ 民主党のあやうさを知った。(50 代、男性) 

⑬ ＜金子さんの講演＞安保条約を中心にわかりや

すい説明だった。政権交代後の動きについて具体

的に明らかにしてくれたことは良かった。自分で

ももう少し学習することの必要性を感じました。 

＜三条・亀田のお話し＞近隣の交流は、具体的で

分かりやすかった。これからもこういう機会を持

ってもらいたい。 

＜これからの活動＞これからの、この運動の前途

を考えると、国民の中に大きく広げていく必要性

があります。これからは、楽しい企画もとりいれ

たらどうでしょう。それには、若い人の力が必要。

ぜひ考えてみましょう。(70 代、女性) 

⑭ 眠っていた脳が、いっしょうけんめい思考しよう

とがんばっているのがわかりました。ただゆっく

りと生きているだけでは人間失格ですね。ありが

とうございました。(60 代、女性) 

⑮ 基本的な事がわかって、大変勉強になりました。

毎回期待しております。楽しみにしております。

(60 代、女性) 

⑯ いつも会報を作成してくださる方、御苦労様です。

これからもよりよい社会になる様、よろしくお願

い致します。(60 代、女性) 

⑰ 国連には、192／200 ヶ国が加盟しているとの事、

ビックリでした。平和的に紛争を解決することを、

どの国も最も望んでいるのではないか･･･と、今

更ながら強く思われました。日米同盟の事、いろ

いろわかりやすく話して頂きよくわかりました。

ありがとうございました。(60 代、女性) 

⑱ 大変興味を持ってお聞きすることが出来ました。

家庭の中、又地域の中で、今日学ばせていただい

たことを心に刻みつつ、平和憲法の思いを伝え、

又自分が出来ることをしていきたいと思います。

金子修弁護士さんからの大切なお話しを感謝い

たします。九条の会の方々のこれからのご活躍と

健康をお祈りしてあります。(60 代、女性) 

 

 

 

 

 

 

 

 

「協力券」収入 97,000 円 ！ 

     ご協力ありがとうございました 

会場使用料、講師謝礼、交通費、その他で 20,261

円を支出し、差引き残金は 76,739 円になります。

繰越金と合計すると、3 月末の残金が 111,702 円

になりました。 

会費を集めていない「秋葉区九条の会」では、

「協力券」募金が大事な活動資金になっています。

毎回、偶数月に発行している「会報」も、できる

だけ事務局で配布するようにしていますが、郵送

費も掛かっています。残金については、これから

の活動資金として有効に活用していきたいと考え

ています。     秋葉区九条の会事務局 


